
学生会員規程 

          

（目 的） 

第１条 公益社団法人日本女医会（以下「日本女医会」という。）の将来の発展を

担うべき人材を育成するため、定款第６条第２号に定める日本女医会の準会員で

ある学生会員を置き、これについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （構 成） 

第２条 学生会員は、本会の目的に賛同し、入会を希望する学生により構成する。 

 

（資 格） 

第３条  

学生会員は、女性の医学生とする。 

 

 （活 動） 

第４条 学生会員は、理事会が認める活動に参加することができる。 

２ 学生会員は、young MWIAに参加することができる。 

 

（会員種別の変更） 

第５条 医師免許取得後は、定款第７条の申し込みをしなければならない。 

２ 退会届けを提出したものは、この限りでない。 

 

 （改 廃） 

第６条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

 

附 則 

この規程は、日本女医会が公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。 

 

 

（平成 30年 11月 17日改訂） 


